
横浜市道路占用規則 新旧対照表 

 

改正前 改正後（案） 

 (占用の許可) 

第２条 法第 32 条第１項又は第３項(法第 91 条第

２項において準用する場合を含む。第５条におい

て同じ。)の規定による新たな占用の許可を受け

ようとする者又は既に受けた占用許可に係る申

請事項の変更をしようとする者は、道路法施行規

則(昭和 27 年建設省令第 25 号。以下「省令」と

いう。)第４条の３に規定する申請書に次の各号

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が必要でないと認めるもの

は、この限りでない。 

（第１号から第６号まで省略） 

２ 市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道

路占用許可書(第１号様式)を交付するものとす

る。 

 （新設） 

 

 

 

(占用の更新) 

第４条 占用の期間が満了した後引き続き占用し

ようとする者は、占用期間満了日の１月前までに

省令第４条第３号に規定する申請書を提出して、

市長の許可を受けなければならない。ただし、市

長が認める場合は、道路占用更新許可申請書(第

２号様式)をもってこれに代えることができる。 

２ 前項に規定する許可は、道路占用許可書を交付

することにより行うものとする。 

 （新設） 

 

 

(権利の譲渡及び承継等) 

第６条 占用者は、占用の許可に基づく権利を他人

に譲渡しようとするときは、道路占用権利譲渡許

可申請書(第３号様式)を提出し、市長の許可を受

けなければならない。 

２ 前項に規定する許可は、道路占用権利譲渡許可

書(第４号様式)を交付することにより行うもの

とする。 

(占用の許可) 

第２条 法第 32 条第１項又は第３項(法第 91 条第

２項において準用する場合を含む。第５条におい

て同じ。)の規定による新たな占用の許可を受けよ

うとする者又は既に受けた占用許可に係る申請事

項の変更をしようとする者は、道路法施行規則(昭

和 27年建設省令第 25号。以下「省令」という。)

第４条の３第１項に規定する申請書に次の各号に

掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が必要でないと認めるものは、

この限りでない。 

（第１号から第６号まで省略） 

２ 市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道

路占用許可書(第１号様式)を交付するものとす

る。 

３ 市長は、市長の定める電子情報処理組織を使用

して前項の許可の通知をすることにより、同項の

許可書の交付に代えることができる。 

 

(占用の更新) 

第４条 占用の期間が満了した後引き続き占用しよ

うとする者は、占用期間満了日の１月前までに省

令第４条の３第１項に規定する申請書を提出し

て、市長の許可を受けなければならない。ただし、

市長が認める場合は、道路占用更新許可申請書(第

２号様式)をもってこれに代えることができる。 

２ 前項に規定する許可は、道路占用許可書を交付

することにより行うものとする。 

３ 第２条第３項の規定は、前項の規定による許可

書の交付について準用する。 

 

(権利の譲渡及び承継等) 

第６条 占用者は、占用の許可に基づく権利を他人

に譲渡しようとするときは、道路占用権利譲渡許

可申請書(第３号様式)を提出し、市長の許可を受

けなければならない。 

２ 前項に規定する許可は、道路占用権利譲渡許可

書(第４号様式)を交付することにより行うものと

する。 



 （新設） 

 

３ 第１項の許可により権利の譲渡を受けた者は、

占用の許可に基づく一切の権利義務を承継した

ものとみなす。 

４ 占用者が住所若しくは所在地若しくは氏名若

しくは名称を変更したとき、又は相続若しくは法

人の合併によって占用者の権利義務を承継した

ときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

（以下省略） 

３ 第２条第３項の規定は、前項の規定による許可

書の交付について準用する。 

４ 第１項の許可により権利の譲渡を受けた者は、

占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したも

のとみなす。 

５ 占用者が住所若しくは所在地若しくは氏名若し

くは名称を変更したとき、又は相続若しくは法人

の合併によって占用者の権利義務を承継したとき

は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

（以下省略） 

 

第１号様式及び第２号様式については、別添のとおり。 
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